
交野市横断歩道橋長寿命化修繕計画（素案）【概略版】 

1.対象施設 

本市が管理する、砂子坂
す た こさ か

歩道橋を管理対象とします。 

2.計画期間 

計画期間は令和 3年度から令和 12年度の 10年間とします。 

5 年毎の定期点検時に維持管理計画の見直しを行い、令和 12 年度以降の計画は 10 年間の実

施状況を踏まえ新たに検討を行います。 

3.対策の優先順位の考え方 

本市の管理する歩道橋は 1橋のため優先順位は現段階では考えません。 

4.個別施設の状態 

砂子坂
す た こさ か

歩道橋の点検及び補修の経過は次の通りです。 

平成 27 年度点検での健全度の判定はⅠに近いⅡ判定で

あったが、令和 2年度点検では鋼材の腐食が進展してお

り補修を行い、令和 7年度の点検では補修対象の損傷は

ありませんでした。 

5.対策内容と実施時期 

(1)対策内容 

①横断歩道橋定期点検要領に基づく定期点検の実施による健全性の診断 

②補修・改修等 

(2)実施時期 

令和３年度から令和１２年度までの計画期間中に行う対策時期は以下の通りです。 

 

 

 

 

6.対策費用 

計画期間の事業費 

今後 10 年間に必要となる事業費は約 5.0 百万円を予定しています。 

判定区分の凡例 

Ⅰ 健全な状態 

Ⅱ 対策が望ましい状態 

Ⅲ 対策が必要な状態 

Ⅳ 緊急的に対策が必要な状態 

Ⅲ判定部材補修
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本計画期間には実施しない 


